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英
国
柑
務
骨
計
に
拘
け
る
減
債
償
却
白
生
成
・
確
立
過
程
付

第
七
十
王
巻

四
:IL 

第
豆
践

O 

英
国
税
務
曾
計

ιお
げ
る
減
慣
償
却
の

生
成
吋
確
立
過
程
(ー)

高

寺

貞

男

ま

え

古ミ

き

曾
計
は
資
本
白
循
環
過
程
を
計
数
的
に
1
1計
算
貨
幣
の
委
態
千
|
記
録
計
算
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
左
わ
ち

運
動
し
て
い
る
慣
値
1

|
そ
れ
が
生
産
部
面
内
に
あ
る
か
流
通
部
面
の
雨
段
階
に
あ
る
か
を
問
わ
ず
ー
ー
と
し
て
の
経
済
的
事
寅

081

5
5庁
内
R
Z
と
、
モ
れ
を
合
計
陀
上
づ
て
把
握
し
た
結
果
ゼ
あ
る
と
こ
ろ
の
合
計
事
質

P
R
E
P叶
吉
岡

P
E
と
は
イ
コ
ー
ル
の
闘
係
に

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
ゼ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
曾
計
と
い
う
も
の
を
現
解
す
る
と
と
は
、
現
賢
の
ブ
ル
O
ョ

7
的
合
計
笠

践
は
経
済
的
事
寅
を
五
確
に
把
握
す
る
も
の
一
ゼ
あ
る
と
考
え
る
誤
り
を
ι

活
か
し
て
い
る
の
ぞ
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
お
と
な
わ
れ
て
い
る

曾
計
が
一
定
の
経
済
的
事
費
か

b
カ
メ

ν
オ
ン
の
ど
;
合
計
事
買
を
生
み
出
し
て
い
る
己
と
|
摂
理
操
作
を
し
て
い
る
己
正
ー
ー

を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
か
ら
J

し
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
曾
計
士
協
舎
の
「
財
務
諸
表
の
検
熟
」
に
よ
る
ま
ず
も
た
く
、
合
計
事
宜
(
財
務
諸
表
)
の
形
成
温
程
に
は
、
適
用
さ
れ

だ
資
本
家
的
判
断
と
舎
計
憤
行
が
重
要
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
舎
計
賞
践
の
過
程
は
経
済
的
事
賓
守
そ
の
ま
ま



反
映
す
る
も
り
で
は
な
く
、
合
計
政
策
宮

E戸
EHMM問
』
百
円
山
岳
と
そ
れ
に
従
属
す
る
合
計
技
術

R
g
E
Eロ岡田
u
g
n
a日
ぬ
と
に
よ
っ

て
嫌
介
さ
れ
て
カ
メ
レ
オ
ン
の
ご
と
き
舎
計
喜
一
貨
を
作
成
し
て
ゆ
く
過
程
て
あ
る
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
b
た
い
。
か
か
る
曾
計
宜
践
の

構
鑑
を
さ
ら
に
巌
密
に
者
え
れ
ば
、
客
観
的
な
債
値
過
握
モ
の
も
の
が
曾
計
封
象

R
2
5
E問
。
z
o
E
と
な
る
の
で
は
左
く
、
曾
計

政
策
に
主
っ
て
資
本
家
的
に
観
念
さ
れ
た
も
の
が
舎
計
封
象
と
し
て
現
象
し
、
そ
れ
を
曾
計
技
術
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
合
計
謝
象
の
認
識
は
、
現
質
的
経
済
的
事
賓
に
よ
っ
て
基
本
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
て
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
い
る
わ
け
で
は
た
い
が
、
舎
計
封
象
の
拍
握
の
仕
方
を
支
配
し
て
い
る
曾
計
政
策
の
地
位
を
等
関
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
を
さ
b
k
具
般
化
し
て
減
債
償
却
を
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
よ
り
朗
自
と
な
る
。

勢
一
働
一
手
段
か

b
生
産
物
へ
の
漸
次
的
一
骨
骨
仇
〈
一
?
な
ら
び
に
一
塁
手
段

ω骨
恰
骨
骨
伊
ち
事
質
的
減
債

E
E
Z
O一宮内
6
2
5ロ
と
舎

計
酌
減
債

E
E
Sロ戸間

ι
4
2
E
Z
Uロ
と
は
直
接
闘
係
の
な
い
も
の
で
あ
れ
、
事
宜
的
減
債
は
、
己
れ
を
-
脅
計
期
間
白
費
用
(
生

産
費
・
流
遇
費
)
と
し

τい
く
ば
く
を
確
認
す
る
か
と
い
う
減
債
償
却
政
策
岳
町
円
O
E
S
E
E
-〕。

r
q
に
媒
介
さ
れ
て
、
脅
計
謝
象
と

し
て
認
識
さ
れ
た
曾
計
的
減
債
に
醇
化
す
る
白
で
あ
る
。
事
貰
酌
誠
僚
と
舎
計
酌
減
僚
と
の
相
違
|
|
金
贈
計
算
と
し
て
の
意
味
で
云

つ

τ
い
る
の
で
は
な
く
一
舎
計
期
間
に
お
け
る
相
違

l
lは
資
本
的
支
出
の
増
大
に
つ
れ
て
、
誠
債
償
却
政
策
に
媒
介
さ
れ
、
ま
す
ま

す
抜
大
す
る
可
能
性
を
持
つ

τい
る
し
、
ま
た
か
か
る
経
理
操
作
白
可
能
性
士
資
本
家
は
十
分
に
利
用
し
て
い
る
白
て
あ
る
。
第
二
次

大
戦
後
調
占
企
業
白
加
速
償
却
の
質
施
に
と
も
な
い
減
債
償
却
政
策
と
い
う
用
誌
が
使
用
さ
れ
だ
し
た
の
も
理
由
が
在
い
わ
け
て
は
な

い
白
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
こ
と
は
課
税
の
節
減
即
ち
消
極
的
財
政
信
用
を
合
理
化
す
る
も
り
と
し

τ白
損
金
の
横
張
主
意
図
す
る
と

こ
ろ
に
現
れ
亡
い
る
o

税
務
曾
計
に
ゐ
け
る
損
金
白
抜
大
化
主
通
じ
、
減
債
償
却
政
策
は
、
図
家
槽
力
に
よ
る
濁
占
資
本
へ
む
図
民
所

得
の
有
利
左
再
分
配
に
奉
仕
し
℃
い
る
白
て
あ
る
。
濁
占
資
本
段
階
白
曾
計
は
単
な
る
企
業
曾
計
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
政
治
酌
た
性
格

英
国
税
務
官
計
に
給
付
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
付

第
七
十
五
巻

宝玉。
第
五
銃



主
闘
税
務
合
計
に
和
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
調
理
け

を
多
分
に
も
っ
て
hv
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

静
七
十
五
巻

ヨ

五

第
五
官

株
式
曾
祉

ω稜
展
か

b
提
起
さ
れ
た
一
つ
白
倉
計
問
題
で
あ
っ
た
減
債
償
却
は
、
国
首
し
う
る
利
盆
白
算
定
印
b
費
本
と
牧
盆
白
直

別
計
算
と
し
て
登
場
し
て
き
た
が
、
所
得
税
白
恒
久
税
化
に
と
も
な
う
増
徴
化
の
傾
向
に
封
醸
し
て
課
税
し
ろ
る
利
往
算
定
に
直
面
し

b
。
こ
己
に
治
hv

て
減
債
償
却
の
抜
大
化
を
主
張
す
る
資
本
白
要
お
と
モ
れ
士
制
約
し
て
い
た
税
法
と
D
矛
盾
が
出
現
し
て
、
税
法
適

用
白
自
由
化

1
税
法
の
改
主
を
め
ざ
す
産
業
プ
ル
ジ
ョ

7
d
v
l
の
闘
辛
が
展
開
し
た
。
幅
制
占
資
本
主
義
段
階
に
入
る
と
資
本
白
要
求
は

次
第
に
税
法
山
中
に
包
揖
さ
れ
て
、
雨
者
は
相
互
に
影
響
し
あ
W
な
が
ら
、
そ
の
統
一
へ
の
傾
向
を
歩
ん
で
き
て
円
る
。

私
は
、
経
皆
財
務
政
策
と
し
て
登
場
し
て
き
た
減
債
償
却
が
経
済
政
策
の
一
環
で
あ
る
租
税
政
策
と
し
て
白
減
債
償
却
へ
と
統
一
さ

れ
る
湿
程
に
お
い

τ、
物
質
的
減
債
が
税
法
ト
一
承
認
さ
れ
る
ま
で
白
段
階
を
税
務
脅
計
に
む
け
る
減
債
償
却
の
生
成
過
浬
と
規
定
し
、

経
済
的
減
債
が
承
認
さ
れ
て
特
別
償
却
が
誕
生
す
る
段
階
を
税
務
曾
計
に
お
け
る
減
慣
償
却
白
確
立
過
程
と
呼
び
た
い
と
思
う
。

小
論
は
、
右
の
過
程
主
、
資
本
主
義
が
古
典
的
に
鵬
首
展
し
、

第
一
部
に
お
い
て
、
減
債
償
却
の
生
成
過
程
を
、

中
に
求
め
、

る
Q(1) 

〉

E
・h
詰
苦
言
言
、
特
弐

~JVE自
民
旬
、
島
辺
町
内
週
刊
句
在
、
同
皇
、
M
P

号
、
民
見

、
孟
骨
与
S
R
E
g
p
H
E
0
・
mR-
同

間
企
業
に
担
け
る
抽
債
償
却
の
本
質
に
円

J

い
て
は
、
佐
々
木
育
郎
、

経
瞥
経
済
事
概
論
、
昭
ニ
回
、
一

O
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

閏
定
費
産
合
計
は
「
劉
鼻
の
事
質
的
損
耗
正
直
接
関
係
の
な
い
も

の
で
あ
る
。
機
械
の
給
付
車
位
が
給
付
命
数
の
同
に
減
少
す
る
と

(Z) (3) 

「
所
得
税
の
阻
園
」
と
い
わ
れ
る
イ
ギ
ル
ス
の
税
務
曾
計
の
展
開
史
の

第
二
部
に
お
い
て
、

そ
の
確
立
過
程
翌
日
ヰ
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

と
が
認
識
さ
れ
た
あ
と
で
、
現
質
的
曾
計
問
題
は
か
か
る
事
貨
を

如
何
に
ー
帳
簿
に
記
録
す
べ
き
か
と
い
う
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
骨
計
技
術
に
和
け
る
問
題
で
あ
り
、
物
理
的
経
済

的
事
貨
と
明
瞭
に
直
則
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
出
p民

E
P
出
n

p
q
p
s点。
E
Z
昌
吉
凶
言
、
b
も、
BEGS-〉
R
E
4
L
F
B
Y

E
S
-
弔

Z
I
N
5
)
。
設
備
安
置
の
費
用
配
分
計
算
は
「
車
一
で



(4) 

あ
る
べ
き
貸
際
の
債
値
減
耗
に
封
し
て
、
い
わ
ば
無
関
係
に
計
算

さ
れ
た
骨
計
事
責
止
も
い
ろ
べ
き
も
の
の
反
映
で
あ
る
。
」
(
舛
田

精
一
、
費
産
官
計
上
の
械
債
償
却
に
関
す
る
問
題
、
企
業
合
計
、

昭
和
三

O
、
一
月
按
、
九
八
頁
)
。

百
円
同
H
B
目。
r
F虫
記
凶

]
[
T
b
R時
Z
G足
刷
、
誌
旧
、
弐
司
令
誌
に
旬
、
句
、
足
筒
、

同
晶
ぜ
習
志

3
E
S
-

吋

o
p
z
m
y
白

-
N
H吉
町
議
也
、
同
刊
誌
な
雪
道
、

L
J
P
Q
L
C岳
・
口
E
司

r
口同
E
F
】凶
b
m
g
o
F
S偽
足
OHhog
司
PEr

-
F
b屯
ミ
D
E
E
F
]
P
E・同
MR同
・
同
計
】
VP同
時
・
同
点
旨
巳
司
郎
自
、
ロ

2
5

同
品
、
、
bkphu見

bvミ
3EHWZPM0・
Hむ
町
目
、
円
宮
司
同
阿
同
一

40号
。
品
F

。
・
旬
、
与
h
N
R
b
h
y
s
a
h号
、
与

4
・
E
E・

世
債
償
却
の
一
般
砲
の
哩
由
に
ワ
い
て
、

9
ト
ル
ト
シ
は
「
掠
式

官
枇
に
お
け
る
官
計
問
題
の
中
心
は
配
賞
L
う
る
利
益
田
算
定
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
れ
は
本
擁
護
本

ε収
益
色
町
直
則

の
問
題
で
あ
る
」

(
F
E
Z
S
〉

-
C
与

S
E
A
h芝
草
号
、
、

H
M
W
A
S
-
E
ω
F
目V
8
0
)、
「
樟
式
合
祉
の
護
艮
か
ち
提
起
さ
れ

た
一
つ
O
重
要
な
骨
計
問
題
は
、
収
益
に
封
臆
す
る
費
用
は
如
何

陀
構
成
さ
れ
る
べ
き
か
を
い
う
乙
と
で
あ
朝
、
と
れ
は
申
が
て
聞

定
資
産
の
減
債
償
却
お
よ
び
更
新
問
題
を
ひ
き
起
す
に
呈
づ
た
」

(
F
E
E
S
-
忌
子
唱
団
日
伊
)
、
と
議
ベ
、

P
I
ク
は
、
商
業
が
多
数

の
小
企
需
に
お
い
て
個
人
で
鰹
倍
さ
れ
て
、
ま
た
、
規
則
的
な
所
得

税
の
な
か
っ
た
、
十
九
世
相
前
中
に
担
い
て
は
現
金
主
義
で
計
算

し
た
結
果
あ
と
に
の
と
っ
た
現
金
残
高
が
、
経
済
的
利
益
で
あ
る

(5) 

実
園
税
措
曾
計
に
和
け
る
品
開
質
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
付

自
か
、
以
前
に
主
同
さ
れ
た
資
本
的
支
出
部
分
が
損
耗
す
る
の
か

と
い
ラ
問
闘
は
経
皆
に
あ
た
る
個
人
民
去
っ
て

E
う
で
も
工
い
と

と
で
あ
っ
た
と
い
い
、
減
債
償
却
一
般
佑
の
原
因
を
枯
式
骨
枇
の

生
成
担
ま
び
所
得
拍
の
恨

A
杭
化
に
求
め
て
い
る

(
F
E
Y
噌
・
ロ
-

b也
、
町
内
自
民
Z
Qミ
丸
事
官
官
時
与
h
R
b
E日
FHV匂
'
H同
H
4
H
H〈
)
。

械
債
償
却
の
一
般
化
の
原
因
を
利
益
四
分
配
に
の
み
閤
心
を
も
っ

τ
い
る
株
ギ
の
噌
大
ま
た
は
所
得
税
の
増
徴
の
み
に
求
め
る
と
左

は
出
掃
な
い
の
で
あ
り
、
会
盆
事
業
の
費
展
に
と
も
た
う
料
金
引

下
げ
を
要
求
す
る
大
動
を
な
っ
と
〈
さ
せ
る
た
め
の
料
金
決
定
計

算
の
問
題
、
労
働
運
動
の
灘
北
に
唱
と
も
な
う
、
高
草
た
質
担
を
要

求
す
る
弊
働
者
階
扱
の
立
場
、
利
潤
分
配
制
度
の
採
用
の
援
大
化

に
劃
す
る
賃
金
λ

ト
ツ
プ
喝
正
と
惜
餌
償
却
の
闘
保
(
阿

E
F
柑忌訟
h

、叫.】匂u
 

H
阿阿口同閏円口.同目J
而辛内?、与吟骨吋量ミ室恥邑
bお6宮総見
N=.J句同
bbUN-

司
.4

ト.
.
 

巴回尽。
F、
d45
『

z。乙
]
「
句
日
gc∞
伊
丘
白
心
)
可
、
玄
た
、
恐
慌
に
つ
づ
〈
骨
同
過

程
に
お
け
る
、
合
同
曾
祉
を
続
一
的
基
礎
に
拘
〈
た
め
に
、
「
紫

築
時
陀
担
け
る
不
規
則
か
ワ
雑
多
な
方
法
で
お
と
な
わ
れ
た
資
本

支
出
を
費
用
に
計
ょ
す
る
乙

1
c
E
除
安

L
、
そ
の
代

nJ
組
織
的
艦

繍
的
な
方
法
で
財
産
の
消
耗
忙
謝
す
る
費
用
を
計
上
す
る
と
止
が

ほ
と
ん

E
必
然
的
と
な
っ
た
」
(
昌
司
・
口
・

0
1
3
E吉
見
、
皆
、

号
、
h£
J
V
H
E
F
咽

ロ
ω)
問
題
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
小

捕
で
は
あ
え
て
取
上
げ
た
い
と
と
句
と
す
る
。

減
債
償
却
の
一
般
佑
に
劃
す
る
税
法
の
膨
響
を
メ
イ
は
重
要
調

L
、

ーも

事
七
十
五
巻

五

帯
用
主
曲
師



英
図
耽
務
官
計
に
お
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
け

第
七
十
五
春

三
五
三

第
五
日
置

四

減
債
償
却
に
封
ず
る
必
要
性
の
十
分
な
認
識
は
未
閤
に
お
け
る
最

初
の
控
入
所
得
税
法
が
一
丸
O
九
年
に
制
定
さ
れ
た
乙
と
に
は
じ

ま
る
と
い
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
さ
L
ヲ
か
え
な
か
ろ
う
、
と
述
べ
て

い
る
(
旨
唱
の

0
・

F
S
¥
N句、
5
3
A
¥
骨
量
是
認

旬
、
屯
量
白
河
村
買
え
さ

H
U
山
岳
、
品
】
回
、
司
伊
曲
目
)
。

所
得
税
稜
展
形
態
の
一
典
型
と
い
わ
れ
る
イ
ギ
H
ス
所
得
税
は
、

「
謝
俳
戦
争
の
所
産
」
と
し
て
十
八
世
紀
末
に
設
定
さ
れ
た
が
、

そ
の
営
時
に
お
け
る
企
業
白
曾
計
は
ど
ん
た
地
位
に
あ
り
、
固
定
資
産
曾
計
上
の
問
題
は
ど
こ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

十
八
世
紀
七
十
年
代
に
は
じ
ま
る
産
業
革
命
は
第
二
次
農
業
革
命

l
第
三
次
園
込
運
動
を
仲
け
い
、

立
過
程
と
大
土
地
所
有
『
損
O
B
E同

E
の
確
立
過
程
と
は
相
互
に
楠
充
し
つ
つ
、
産
業
資
本
確
立
の
詣
を
歩
み
は
じ
め
る
の
て
あ
る

が
、
イ
ギ
nJ
ス
に
治
け
る
原
慎
計
算
の
一
強
達
じ
た
三
大
部
悶
と
い
わ
れ
る
農
払
に
お
い
て
は
科
事
的
農
法
が
導
入
さ
れ
た
と
は
い
え
農

業
機
械
化
は
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
も
む
が
な
く
、
ま
た
恥
k
h
w
、
融
冊
一
昨
年
お
い
て
も
、
茨
坑
か

b
石
茨
を
搬
出
す
る
た
め
の
ト
ロ
ッ
コ
が

工
場
制

P
♀。

q
u百件。
E
の
確

木
製
軌
道
か
b
よ
う
や
く
銀
製
軌
道
の
上
に
は
し
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
「
工
業
単
位
の
多
く
は
小
古
在
家
族

、
、
、
、
、
、
、

企
業
て
あ
る
か
、
二
三
人
の
友
人
の
パ

l
ト

ナ

シ

y
プ
で
あ
っ
た
。
大
抵
の
産
業
に
お
い
て
、
固
定
資
本
は
、

一
人
の
家
門
的
工
業

者
が
、
あ
る
い
は
一
人
の
職
工
て
さ
え
も
が
、
自
己
の
穣
ぎ
の
中
か
ら
支
排
し
う
る
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。
も
し
利
益
が
あ

れ
ば
、
モ
れ
を
設
備
の
噴
張
に
使
う
己
と
が
出
来
的
。
〔
再
投
資
目
。
古
町
立
ロ
間
宮
島
す
る
己
と
に
よ
り
〕
一
個
の
企
業
が

-
jそ
の

企
業
内
部
の
源
泉
よ

p
し
ぼ
日
出
し
う
る
も
の
よ
P
も
、
よ
り
大
き
い
基
金
を
必
要
と
す
る
と
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
し
か
し
、

七
二

O
年
の
泡
沫
〔
曾
枇
〕
俵
例
出
口
F
E
o
h
F
E
は、

一
般
φ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
六
名
に
制
限
し
た
。
し
か
も
そ
の
各
メ
ン
バ
ー



は
、
モ

ω企
業
の
負
債
に
つ
い
て
〔
無
限
U

責
任
を
負
わ
ね
ば
た
b
た
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
富
裕
た
人
々
民
す
す
め
て
そ
う
し
た

危
険
を
引
受
け
さ
せ
る
と
い
う
己
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
乙
て
工
場
臼
建
物
を
近
所
白
地
主
、
賠
護
士
、
借
伯
、
寡
婦
た
ど
に

抵
笛
に
出
し
て
資
金
を
調
達
す
る
と
い
う
の
が
よ
り
普
通
の
中
り
か
た

κ左
ワ
た
。

の
重
一
喪
主
寸
段
て
あ
ヲ
旬
、

産
業
革
命
を
通
じ
て

そ
れ
は
工
業
金
融

十
九
世
紀
白
沖
期
即
ち
産
業
革
命
が
完
成
す
る
ま
で
白
工
業
の
企
業
形
態
は
パ
!
ト
ナ
1
V
ァ
プ
て
あ
っ
か
。
頭
一
初
岩
干
白
資
金
を

醸
出
し
た
数
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
特
殊
な
抵
営
金
融
に
よ
る
長
期
信
用
を
利
用
し
な
が

b
も、

借
入
資
本
利
子
等
の
現
金
支
出
を
支
抑
っ
て
あ
と
に
の
こ
っ
た
現
金
残
高
を
、
さ
ら
に
自
己
の
蓄
積
資
金
と
し
て
再
投
資
し
、
企
業
財

産
白
増
大
を
は
か
っ
た
白
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
こ
て
は
、

D

l
グ
の
白
ベ
る
ご
と
く
固
定
資
本
が
年
度
経
過
中
に
沿
い
て
損
耗

す
る
と
い
う
問
題
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
に
と
っ
て
重
要
た
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
建
物
、
機
械
等
に
固
定

自
己
の
支
配
権
を
確
保
し
つ
ツ
、

さ
れ
た
資
本
が
衣
第
に
増
加
し
、
出
町
働
手
段
の
生
産
物
へ
の
傑
値
交
付
部
分
が
ふ
え
て
も
、
そ
れ
は
、
生
産
物
の
費
却
に
主

p
回
収
さ

れ
、
車
に
資
本
償
値
の
質
存
形
態
宣
具
に
す
る
だ
け
で
あ
る
か

b
、
国
首
し
う
る
利
盆
ま
た
は
課
税
所
得
の
計
算
が
表
面
化
し
な
か
っ

た
時
に
沿
い
て
、
そ
れ
を
意
識
的
に
費
用
と
し
て
控
除
す
る
必
要
性
は
パ
ー
ト
ナ
ー
経
皆
に
沿
い
て
な
か
っ
た
の
で
あ
ゐ
。

イ
ギ
リ
ス
所
得
税
の
濫
傍
と
し
て
白
一
七
九
八
年
の
三
階
段
税

J
P
H
1
0
K
Z耳
目
目
。
旦
H
4
Z
P
E
E白
内
。
己
ロ
『
E
E廿

pa
と

モ

れ
に
つ
づ
く
一
七
九
九
年
所
得
税
法
↓
r
F
S
E
o
k
r
E
・

5
3
が
出
現
し
た
蛍
時
に
沿
い
て
所
得
階
居
は
主
と
し
て
地
代
、
家
賃

牧
入
を
う
る
地
主
で
あ
り
、

λ

l
ト
ナ
シ
ァ
プ
経
皆
の
死
亡
率
は
高
く
、
企
業
は
ま
だ
年
々
の
所
得
金
定
期
的
に
う
る
ま
て
、
生
長

し
て
い
左
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
=
一
階
段
税
は
第
三
類
の
「
家
屋
、
土
地
の
所
有
者
」
を
中
心
と
す
る
富
者
草
間
間
企
意
固
し
た
素
此
げ
な

一
七
九
九
年
の
所
得
税
に
治
い
て
も
第
一
項
目
の
「
家
屋

も
白
て
あ

U
、
課
税
基
準
は
前
年
度
に
支
掛
っ
た
租
税
に
お
か
れ
て
h
た。

英
国
輯
務
舎
計
に
お
け
る
減
傾
償
却
の
生
成
・
確
立
過
韓
日
円

第
七
す
五
巷

三
五
四

第
五
漉

五



実
園
枕
務
骨
計
に
拘
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
付

第
七
十
主
餐

一一一五王

第
五
披

ブて

を
ふ
く
む
土
地
か
、
旧
の
所
得
」
に
豆
心
が
沿
か
れ
、
家
屋
の
修
繕
費
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

地
主
白
家
屋
敷
田
5
2司
払
自
由
ω
品
。
(
図
。

E
g件
。
&
)
が
あ
る
農
地
の
農
業
建
物
は
、
モ
の
年
債
格

E
E己
〈
t
E
D
八
形
、

テ
ナ
シ
ト

借
地
農
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
農
地
の
農
業
建
物
の
場
合
に
は
、
一
二
%
、
農
業
に
関
係
?
な
い
家
屋
お
よ
び
建
物
に
つ
い
て
は
一

O
Mの
修
繕
費
が
費
用
と
し
て
認
め
ら
れ
わ
o

地
主
の
建
物
と
借
地
農
白
建
物
の
控
除
率
が
異
る
こ
と
に
注
窓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
年
債
格
と
は
賃
貸
債
格
む
こ
と
で
あ
り
、
家
屋
の
修
繕
費
の
貿
際
的
支
出
白
多
寡
と
は
無
関
係
な
、
年
債
格
に
封
す
る
一
定
率
の

こ
れ
を
現
在
の
用
語
て
表
現
す
れ
ば
、
綿
年
債
格
の
E
自

E
B
B
-
5
-
5
1
金
額
賃
貸
倶

修
繕
費
控
除
が
認
め
益
回
れ
た
白
で
あ
る
の

格
言
。
斤
目
耳
か

b
そ
れ
に
謝
す
る
一
定
率
の
控
除
が
な
さ
れ
た
純
年
債
格
ロ
E
Pロヨ
E
H
E
E
o
が
法
定
課
税
標
準
と

L
て、

己

オl

に
税
率
が
遁
用
さ
れ
た
D
て
あ
る
。

一
八

O
三
年
所
得
税
法
叶

F
O
E
S
E
o
↓
詰

krpHgω

に
よ
っ

τ、
借
地
農
は
地
主
へ
の
地
代
交
掲
に
よ
っ
て
涜
金
士
菟
除
さ

れ
た
た
め
に
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

A
〔
土
地
お
よ
び
家
屋
白
所
有
か
ら
の
所
得
)
に
よ
る
課
税
は
地
主
だ
け
に
、
な
さ
れ
た
の
ま
た
と
の
場

合
地
主
白
所
得
は
、
土
地
と
共
に
借
地
農
へ
賃
貸
さ
れ
て
い
る
農
業
建
物
の
修
繕
を
地
主
が
負
推
す
る
保
件
の
下
て
、
借
地
農
が
支
梯

っ
た
賃
借
料
(
地
代
家
賃
)
か
ら
一
、
一
定
峯
士
家
屋
修
繕
費
控
除
と
し
℃
差
引
い
た
残
額
と
さ
れ
ね
。
家
屋
修
繕
控
除
率
は
一
八

0
=
一

年
所
得
税
に
お
悼
て
は
農
業
建
物
に
謝
し
て
は
ご
必
、
そ
の
他
心
建
物
に
つ
い
て
は
五
が
で
あ
っ
た
。

τ 
H し
る泊当

イ出 し
白貫主
メ、 pウZ
々 b
♀L 
上買
に際

利益
d 地
を畠

得11:."
7;: よ
己つ

会孟
問籍
題が
」 才す
たわ

り、'"'
fこ

ろな
ニプハ
エよ か

耳を
得主
税 J

治地

c:l主
~ウミ

!=;'控
S 除
目を
め請

日求
討し
』て
♀、

回申

書雪
は正
、確

ス IC
ケし

ジ

ュ

ル

A
(
土
地
h
J

よ
び
家
屋
白
所
有
か
ら
生
ず
る
所
得
)
に
ゐ
け
る
課
税
年
債
格
白
決
定
に
お
い
て
、
家
屋
白
修
繕
費
控
除
を
排

除
し
て
し
ま
っ
た
。

一
八

O
六
年
財
産
税
手
引
(
の
己
目
o
z
F
O】

V
Z宮
且
可
吋
自

K
F
F
H
∞
gw
唱
回
目
)
は
、

修
繕
控
除
の
放
棄
の



理
由
を
衣
の
ご
と
〈
連
ベ
て
い
る
。
す
左
わ
ち
ス
グ
ジ
ュ
ー
ル

A
の
按
除
が
「
非
常
に
不
適
賞
な
も
白
て
あ
り
、
ま
た
非
常
に
不
公
平
に

運
用
さ
れ
、
し
か
も
修
繕
費
が
借
地
曲
障
に
上
っ
て
耕
わ
れ
た
多
く
由
事
例
に
お
い
て
〔
そ
れ
が
地
主
に
よ
っ
て
U

請
求
さ
れ
た

U
と
し
と
。

(2) (1) 

芭
唱
耳
切

-
E
S回
同
E
k
f
U
1
γ
h
u
R竜
ミ
『
号
、
巴
HHu
司
自
寸

(
F
4
・F
-
F
巴
hV43
口e
〈

w
h語
、
ミ
与
町
富
滝
-hFHU砕い
F
司

出

品
E
)

加
用
骨
文
、
牛
乳
生
産
費
計
算
上
の
諸
問
題
、
農
業
総
合
研
究
、

r
 

ニ
六
年
、
八
月
現
、
六
八
六
九
頁
よ
り
引
用
。

k
r
s
p↓
・
国
・

U
J
F
L
P
P旬、
3
民
同
号
。
内
訳
宮
3

E
当
申
川
敬
一

郎
君
、
一

o
=頁。

〉

a
s
L庶
民
中
川
敬
一
郎
謀
、
一

O
E
頁。

中
山
も
芦
業
草
骨
を
代
表
す
る
産
業
部
門
で
あ
る
軸
物
工
業
、
金
属

工
業
及
世
銀
山
業
に
担
い
て
は
、
ジ
ョ
イ

y
ド
・
ス
ト
ッ
ク
企
業

は
一
丸
世
犯
の
は
る
か
桂
ま
で
比
較
的
大
き
な
重
要
性
を
も
た
な

か
ワ
た
(
国

E
F
国
内
・

M
-
P
3ミi

九
ミ
ト

E
ミ
苦
苦
言
回
是
正
注

目
。
?
山
田
M
F
H
S自
己
弘
司
。
日
出
E
P
5
宮山
F
H
H口
F
M
V
白
)
。
大

隅
健
一
郎
、
株
式
骨
品
位
法
師
陣
遜
論
、
昭
二
八
年
、
七
六
頁
よ
刀
引

用。「
常
時
町
一
般
的
方
法
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
λ
一
最
上
の
も
の

E

代
表
す
る
方
法
で
あ
る
う
」
と
い
わ
れ
る
]
『
色
白
百
民
自
♂
同
も
も
詑
子

守
占
母
忌
与

N

辻、

E
r
E
L叶
白
戸
に
お
い
て
は
、
船
、
家
屋

轄
の
修
繕
費
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
り
、

T
r
H
P
P
M
p
h号、
m

P
4
h
a
h
h
hえ
司
S
E
N
-
回
弘
正
、
日
『
∞
∞
に
な
ワ
て
も
、
減
債
概

(3) (5) (4) (6) 

英
国
税
務
曾
計
に
和
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
け

京
は
浮
か
び
上
っ
て
と
な
い
。
唯
、
商
品
棚
卸
損
的
軍
扱
日
説
明

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
聾
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
己

]
M
E
T
o
w
m
g
p
h
v
忌
hhm苦
之
喜
善
M33岳
町
含
雪
道
旬
、
、

F
H∞呂田

に
至
フ
て
、
や
っ
と
「
損
耗
と
時
の
経
過
年
に
よ
る
損
先
」
と
い

う
説
明
が
出
現

L
、
棚
卸
計
算
に
よ
る
滅
償
の
損
央
的
取
扱
が
出

現
し
て
い
る
(
巴
芹

w
t
g
馳
骨
子
署
凶
凶
品
目

N
3
0
ま
た
嘗
時
パ

ー
ト
ナ
ー
ジ
ッ
プ
紹
皆
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
ト
シ
・
ワ
ッ
ト
工
場
の

原
慎
計
算
に
づ
い
て
、

M
-
R
・
ポ
ー
ル
ト
シ
が
彼
の
パ
ー
ト
ナ

ー
に
あ
て
た
手
紙
に
は
「
控
酷
は
・
庭
師
正
樹
械
陀
支
出
さ
れ

た
資
本
の
利
子

z
に
封
し
て
お
と
な
わ
れ
た
」
左
記
さ
れ
て
布

り
、
一
七
八
七
年

l
一
八

O
O年
に
建
物
に
針
L
五
%
の
控
除
、

一
七
九
七
年

1
一
七
九
八
年
に
傭
物
揚
に
封
L
亡
の
控
除
討
、
減

慣
に
相
営
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
資
本
利
子
の
ご
と
き
取
扱
で

計
算
さ
れ
て
お
る
。
乙
り
計
算
は
向
己
資
本
利
子
的
合
計
算
で
も

円
J

て
抽
債
償
却
を
代
用
し
た
も
の

ξ
考
え
b
れ
る
。
坂
本
藤
良
氏

口
、
こ
れ
ら
の
計
算
を
計
算
利
子
の
計
算
と
さ
れ
て
い
る
が
、
減

債
償
却
の
代
用
計
算
に
す
ぎ
な
い
‘
も
の
で
あ
る
(
坂
本
藤
良
、
紹

瞥
皐
に
お
け
る
原
慣
甥
諦
(
序
説
1
)
、
経
済
事
詩
集
、
昭
三
丸
、

十
月
師
、
九
四
頁

i
九
五
頁
)
。
一
七
九
九
年
に
は
利
子
項
目
h
p
b
、

第
七
十
五
巻

五
六

第
五
鵠

七



英
国
甜
務
合
計
に
担
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
温
程
付

(7) 

機
械
の
損
持
費
が
分
離
さ
れ
て
、
出
現
し
て
い
る

(
p
b
口・出
w
h
u
h

同
号
守
同
屯
有
毒
足
首
、

s

bえ
EN3bN
。
、
唱
さ
誌
、
s
a
-
-
c
g
-
同

V

5
u
V
M
a・
MM?
同
色
)
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
昔
時
の
先
話
的
経
験

士
あ
り
、
抽
債
償
却
の
一
般
化
。
論
擦
に
は
な
p
え
な
い
も
の
で

ある。
ロ。請。
F
m
U
1
6♂

MJt?ふ言、民民主
E
h
b町
、
討
に

hvRもさ
h
M
J言・

。"vo門

H
・
HUO
∞
・
勺
ロ

口。

42--L芝
・
司

HHHHUE-Moa-
開

邑

〉

G
b
-
A
T
R
N
E
P
F
E回日・

(8) 

第
七
十
五
告

三
豆
七

第
一
札
鵠

ノ『、

同

V
U
O
G

踊
田
幸
弘
、
英
閤
所
得
税
法
(
邦
習
註
韓
)
川
問
、
税
問
事
、
ニ
ム
九

年
、
六
月
抗
、
二
八
頁
。
大
原
一
=
一
、
英
国
税
法
に
布
け
る
所
得

概
念

ω、
枯
法
畢
、
三
八
年
九
月
皆
、
七
頁
o

M
仰

印

n
g
s
p♂
NPふ
市
町
咽
お
γ
白血

m
n
r
g
喜
子
司

E
U
g
-

ω

目
。
4
0】「

N
F
N
F
E
r
-
H
ヨ

ω
F
-
f
E
E
二
宮
、
予
HOωu
岡
山
岳
Y
E
-
刷
君
主
T

bも
g
a
s

廷
判
庶
民

rhhvh亘
書
同

JR3KMOO-
同
0
4
4

ロ号、

HCUF
唱
∞
怠

(日)

ォ
ー
グ
l
ル
ー
を
最
後
に
封
併
撒
A

す
が
終
る
と
、
一
八
一
六
年
に
戟
時
税
と
考
え
ら
れ
て
い
た
所
得
税
は
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、

乙
の
期
聞
に
沿
い
て
、
減
債
償
却
控
除
主
税
務
営
局
へ
要
求
す
る
撃
は
た
か
っ
た
。

印
度
に
叛
出
陣
治
己
る
と
と
も
に
「
臨
時
的
、
な
も
白
と
し
て
所
得
税
が
再
び
賦
課
さ
れ
た
一
八
四
二
年
に
沿
い
て
は
、
商
業
の
保
件
は
現

在
白
も
の
と
は
ま
っ
た
く
相
へ
だ
た
っ
て
お
り
、
組
織
的
曾
計
は
寅
践
的
に
未
知
白
般
態
て
あ
っ
お
」
た
め
、
一
八
四
一
一
年
所
得
税
法

↓r
o
F
g
E
O
吋
Z
K
F
F
民
お
は
、
採
石
所
、
鎖
山
、
ガ
ス
制
捜
浩
所
、
運
河
、
F
ッ
グ
、
鎖
道
等
の
い
わ
ゆ
る
「
土
地
に
関
連
す
る
企

整
g
R
O
g
p
u
。己

E
ι
3
0
2・
8
5
0
b
'
k
t
z
c
圃

同

巳
o
m
H
N目
u
u
に
つ
い
て
の
規
定
が
温
補
さ
れ
た
こ
と
を
の
ぞ
い

τ、
モ
の
主
要
部
分
は
一
八

O
六
年
所
得
税
法
の
再
版
に
す
ぎ
悲
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
所
得
税
制
に
沿
い
て
今
日
み

3
1
 

b
れ
る
ご
と
き
所
得
税
法
が
は
じ
め
て
施
行
さ
れ
た
一
八
回
二
年
か

b
一
八
七
八
年
に
治
い
て
設
備
又
は
機
械
に
つ
い
て
さ
え
減
債
償

却
控
除
の
性
質
主
び
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
岳
、

一
八
四
二
年
所
得
法
第
百
僚
に
沿
い
て
ス
グ
ジ
ュ
ー
ル

D
(
商
工
業
の
所
得
)
に



上
っ
て
課
税
さ
れ
る
パ
パ
ベ
(
閏
時
間
人
、

法
人
の
雨
者
を
賞
味
す
る
)
が
用
具
、

什
器
白
修
繕
費
控
除
を
お
こ
た
う
と
と
の
み
を
認
め
、

一
八
O
六
年
法
の
再
版
と
し
て
家
屋
の
修
繕
費
控
除
を
否
認
し
て
い
た
。

「スレク
3
ュ
l
ル
D
に
主
っ
て
課
税
さ
れ
る
利
佳
ま
た
は
利
得
を
推
定
す
る
に
あ
た
り
、
-
-
一
・
・
・
商
業
、
制
捜
遣
業
、
貿
易
業
島
工
ぴ
事

業
の
目
的
の
た
め
に
占
有
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
修
繕
に
支
出
し
た
金
額
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
具
、

什
器
、
物
品
古
色
合
目

E
F
己
自
2
F
Z
E巳
自
の
補
充
、
修
繕
、
改
修
の
た
め
に
、
査
定
年
度
に
先
行
す
る
三
ヶ
年
に
遺
骨
支
出
し

た
平
均
額
を
超
え
る
金
額
が
、
・

:a-
控
除
さ
れ
て
は
左
ら
友
い
」
(
回

2
F
H
g
m各
包

ロ

H
E
C
E
同
巳
E
同
)
と
。

資
木
と
し
て
投
下
さ
れ
た
金
額
と
家
屋
む
改
良
費
に
つ
い
て
は
控
除
が
認
め
ら
れ
左
か
っ
た
の
で
事
る
が
、
産
業
草
名
が
完
成
し
、

株
式
曾
祉
と
そ
の
組
織
的
合
計
が
一
般
化
し
て
採
る
と
、
訟
の
制
約
性
と
産
業
プ
ル
世
ョ

7
ヲ
!
の
滅
償
償
却
政
策
と
が
矛
盾
し
て
〈

ザ。。
十
九
世
相
加
の
第
三
四
半
期
に
入
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
工
業
の
近
代
化
に
封
除
し
て
、
一
八
五
五
年
目
有
限
責
任
法

目
自
告
白
戸

Z
E
H
q
〉
耳
、
一
八
五
六
年
の
株
式
合
祉
法
]
。
E
ゲ
田
宮
品
。
。
宮
司
、
告
白
日
〉
巳
、
一
八
六
-
一
の
舎
祉
法
の
。
百
官
民

g
k
r♀

に
よ
る
有
限
責
任
制
の
確
立
を
経
て
新
た
左
展
開
を
み
せ
た
。
新
し
い
賓
木
信
用
形
態
の
登
場
は
、
優
先
株
が
普
遁
株
主
り
分
化
す
る

企
業
金
融
は
、

己
と
を
促
進
し
、
企
業
の
奮
所
有
者

1
支
問
者
が
普
遁
株
在
所
有
す
る
の
に
封
L
、

ろ
そ
D
貨
幣
に
到
す
る
か
友
り
安
全
な
報
酬
を
重
ん
て
い
る
よ
う
な
小
投
奏
者
」
が
確
定
利
子
的
社
町
営
を
輿
え
て
〈
れ
る
優
売
株
を

「
高
い
利
潤
を
つ
か
む
賭
博
的
機
舎
よ
り
も
む
し

所
有
す
る
胎
動
が
現
質
化
し
て
く
る
。
優
先
株
の
本
格
的
展
開
は
、
一
八
八

O
年
以
後
白
産
業
合
同
期
K
入
っ
て
か
ら
む
こ
と
て
あ
る
が
、

一
八
七
三
年
民
有
限
責
任
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
宮
田
岳
民
巴
宮
市

ZH件
。
。
。
E
宮
品
は
、
濁
占
的
採
掘
擦
を
楼
渡
し
た

Z
E各
己
白
戸

同
日
押

E
-
5
J聞
の
。
E
宮
田
可
等
に
封
し
、
協
定
に
よ
り
、
七
%
の
回
営
を
す
る
優
先
株
お
よ
び
普
通
株
を
あ
た
え
て
お
っ
た
。
さ
ら
に

英
図
桔
務
曾
計
に
お
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
暗
立
担
程
付

第
七
十
五
巻

三
五
八

第
五
漉

プL



取
締
役
は
配
世
田
白
行
わ
れ
る
前
に
、

実
園
税
務
曾
計
に
お
け
る
減
債
償
却
の
企
成
・
確
立
過
程
け
門

官
枇
白
利
益
か
白
、
偶
蹄
盟
事
故
積
立
金

5
0
2
1
0
P
E
Z
2
0
:
o
E
E問
自
己
臣
、
配
嘗
平
均

修
繕
積
立
金
円
2
0
2
0
P丘
町
。
門
官
官

5
p
m
B品
E
E耳
目
白
間
同
志
望
一
。
呉
羽

第
七
十
五
巻

三
五
九

第
五
時
国

O 

積
立
金
同
2
2
4
0
同
日
己
問
。
円

2
5
H
Eロ
R
E
i
ι
o
p骨
、

を
分
離
す
る
権
能
主
定
款
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、

ヨ
シ
セ
少
、
J
Z
ν

と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
っ
た
た
め
、
使
用
擢
由
債
値
は
減
少
し
、

ふ
こ
と
な
く
し
て
は
利
盆
の
配
営
は
悲
し
え
な
い
、
舎
祉
は
一
八
八
五
年
白
損
佳
勘
定
の
一
七
、
一
四

O
ポ
ン

F
の
利
盆
は
も
う
け

τ

h
な
い
、
配
首
は
制
限
ナ
ペ
き
ぜ
あ
る
、
と
主
張
す
る
門
普
通
〕
株
主
が
、
舎
祉
を
相
手
ど
っ
て
訴
訟
事
件
円
B
4
J
叶，

rozg島
邑
己

〉
名
官
H
Z
の
O
B
K
E可
を
起
す
に
至
ヲ
た
。
こ
の
事
件
陀
お
い
て
、
裁
判
官
は
「
資
本
が
維
持
古
れ
、
現
在
の
牧
盆
が
現
在
の
費
用
を

起
過
す
る
か
ぎ
り
、
一
般
法
及
び
合
祉
の
定
款
に
し
た
が
え
ば
、
超
過
額
を
株
主
聞
に
配
蛍
ナ
る
か
、
ま
た
は
、
洞
渇
資
産
毛
住
旦
回
目

E
m
O円
切
の
再
調
達
白
た
め
白
積
立
金
と
し
て
分
臨
す
る
か
白
決
定
は
、
ま
っ
た
く
株
主
次
第
て
あ
る
。
裁
判
肌
は
、
株
主
む
決
定
に
干

渉
す
る
構
能
を
も
っ
て
い
な
い
が
、
円
減
耗
控
除
を
も
仏
す
こ
と
は
い
、
馬
鹿
げ
た
、
軽
卒
な
己
と
と
考
え
ら
れ
る
」
と
白
見
解
を
と
っ
て

い
た
が
、
臨
嘗
可
能
利
益
を
算
定
す
る
に
あ
た
り
減
債
償
却
控
除
を
す
る
己
と
は
、
裁
判
所
に
ど
っ
て
支
持
さ
れ
て
お
り
(
巴
宮
丘
町
富

〈

-
O
E
J
H∞
乳
、
巴
自
神
戸

F
。
足
。
ロ
叶

EEdRL3
の
F
民
包
)
、
誠
債
償
却
は
損
耗
し
た
資
産
を
再
建
調
す
る
も
む
と
し
て
み
ら

れ
て
い
た
o

こ
れ
ら
白
商
法
立
の
事
件
を
考
察
す
れ
ば
、
「
株
式
合
祉
の
出
現
す
る
に
治
よ
ん
で
、
安
本
的
資
産
の
武
久
的
投
賓
が
所

得
測
定
機
構
と
む
す
び
フ
い
わ
し
こ
じ
は
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

借
地

(
鏑
山
)

そ
れ
は
資
本
損
失
の
大
部
分
を
し
め
る
か
ら
、

の
更
新
主
主乙
は
再
取
千専
の

た
め
Q) 

積
立
金
を
設

毛、定
れ、ナ
を、る
償、己

パ
ベ

1
0
の
計
算
に
疑
問
を
も
っ
た
マ
ル
ク
ス
へ
の
一
八
五
八
年
三
月
四
日
心
手
紙
て
エ

Y
ゲ
ル
ス
は
「
各
工
場
主
が
年
々
彼
の
機

械
を
磨
損
、
よ
び
修
理
の
た
め
に
減
債
償
却
し
、
か
〈
し
て
一
定
期
間
内
に
彼
白
機
械
を
全
額
償
却
す
る
パ
セ
ン
ト
テ
!
ジ
は
普
遁

七
・
五
だ
が
」
と
指
摘
し
て

b
p、
マ
ル
グ
ス
は
、
翌
日
の
手
紙
ゼ
、

『
工
場
委
員
曾
第
一
女
報
告
書
』

rよ
れ
ば
、

一0
0
0ポ
y



ド
の
建
物
b
工
び
機
械
の
投
下
資
本
に
謝

L
六
・
五
万
の
固
定
費
本
償
却
基
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
、
返
事
し
て
い
る
。
ま
た
当

オ
リ
ジ
ナ
ル
・

阿
国
間

E
Y
L明
言
誌
号
、
お
h
・H

四
戸
に
は
、
建
物
治
よ
ぴ
機
械
の
「
唱
略
化
叉
は
損
耗
に
つ
い
て
原
初
原
債
の
年
五
乃
室
一

O
%を
減
額
す

る
こ
と
が
必
要
て
あ
ふ
」
と
あ
り
、
十
九
世
記
第
三
四
半
期
に
は
い
り
、
原
初
原
慣
に
封
し
約
七
d
p
内
外
の
定
額
滅
債
償
却
が
一
般
佑

し
て
き
た
こ
と
を
物
語
つ

τい
J
G
。
己
己
に
お
い
て
修
繕
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ

b
T資
産
の
損
耗
は
進
行
し
、
取
替
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
事
貰
と
税
法
上
の
制
約
と
の
聞
に
く
い
ち
が
い
が
生
じ
、
税
務
曾
計
上
に
沿
い
て
減
債
償
却
D
認
可
主
要
求
す
る
産
業
プ
ル
ジ

ヨ

7
ジ
l
D
一
闘
争
が
展
開

F
る
白
て
あ
る
。

ω
自
H
F自
国
‘
喜
子
日
v
'
H山
4
・

ω
『
μ
r
g
礼
町
、
品
切
同
当

同

w
p
E
r
晶
子
℃
説
"mwF一宮

E
N
E
W
喝
容
'

ω
宮
司
-
0
0
・
h
E
S邑
』
h

量
主
主
-uE邑
』
唱
日
時

間
刷
目
。
司
巳
「
辛
子
可
凶
器

同
判
官
。
-
0
・

ロ

ロ

国

-
u
J
P
P
S
5
2
q
h旨ミ
h
Eヤ
同
義

4
2ひ

H
E
P
句
∞
∞
巴
)
生
川
柴
泊
、
工
業
金
融
の
禁
生
に
つ
い
て
1
英

図
告
融
資
本
成
立
前
史

l
、
経
皆
研
究
、
二
八
年
一
月
載
、
四
大

買
主
り
引
用
。

的
一
八
六
二
年
骨
祉
法
の
付
属
雛
形
A
表
(
貸
借
掛
照
表
)
の
積
立
金

同

5
2
0
F
E
0
項
目
の
一
ワ
と
し
て
、
吋
F
o
g
s
ロ
骨
量
自
吾

片
岡
。
宮
司

E
r
s
t
E
H同
E
E百
四
日
2

8

F
あ
る
(
出
色
同

E
P

F
S
F
K軍
将
、
誌
社
主
主
主
山
C
M
「
勺

0
0
)
。

自
己

ow--FBE
唱
d
A
3
5皆
潟
、
京
事
目
。
一
山
日
。
。

(8) 

英
国
柏
務
官
計
に
お
け
る
減
慣
償
却
の
生
成
・
碓
立
過
程
u
u

(9) 

F
E
E
o♂
注
目
、
噌
匂
凶
凶
品
物
質
的
磨
損
を
み
と
め
た
イ
ギ
w
y
λ

に
お
け
る
最
初
の
商
法
上
の
列
例
位
、
ハ
ッ
ト
フ
ィ
ル
ド
に
よ
る

も
や
は
P

一
八
士
九
年
の

E
S酔
E
4・
Q
臣
盟
事
件
で
あ
る

(
国
民
間
お
缶
、
芯
丘
、

hv
・
日
凶
山
)

O

M
州

】

レ

HEns回
、
岳
民
u

司
自
0

・ベ

ω
E
E
E
B
L
P子
同
V
'
M
5
・

ω
冨
R
♂

F
F
H向。
-r
町、回、
h
h
¥

季、

b
a
h
y
v
E
H白
山
・
岡

崎
武
郎
替
、
七
八
頁
。

冨
N
H
h

♂
同
M
M
m
m
w
F
Q
Q

。
・
岡
崎
次
郎
語
、
八
一
八
二
頁
。

H
V
見己見。
p
t
vに
品
旬
日
臼
。
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
一
八
六
七
年
八
月
二
六
日
の
Y

ル
ク
ス
あ
て
の
手

紙
で
は
「
機
械
の
最
初
の
費
用
問
一

0
0
0
ポ
ン
ド
で
第
一
年
度

に一

0
0
ポ
ン
ド
減
債
償
渇
さ
れ
る
場
骨
に
、
第
二
年
度
に
は
一

0
0
ポ
ン
ド
の
一

O
%を
減
債
償
却
す
る
の
が
通
例
な
の
か
、
そ

。骨(14)(13) 

第
七
十
五
巻

/、
O 

第
五
鵠



実
関
融
務
脅
計
陪
担
け
る
減
倒
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
付

第
七
十
五
巻

六

第
足
掛

れ
唱
と
も
九
O
O
ポ
シ
ド
の
一

O
%
な
の
か
後
の
方
を
わ
れ
わ

れ
は
や
っ
て
い
る
」
(
岡
崎
女
郎
課
、
一
六
六
頁
)
と
記
し
て
、

償
却
基
金
円
再
投
資
の
計
算
に
言
及
し
て
お
る
と
主
よ
り
与
れ
ぼ
、

営
時
党
車
法
的
な
計
算
も
安
た
担
と
な
和
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

二
十
世
相
に
入
ヲ
て
の
英
園
の
質
践
は
も
っ
ぱ

ι宋
償
却
残
高
へ

一
定
車
を
か
け
る
方
式
を
と
ワ
て
い
る
か
ら
。

産
業
プ
ル
デ
ョ

7
f
ー
が
経
皆
財
務
政
策
と
し
て
採
用
し
た
減
債
償
却
政
策
を
課
税
所
得
計
算
原
理
の
中
に
華
入
し
工
う
と
す
る
運

動
を
考
擦
ナ
る
指
標
は
、
ま
ず
税
法
上
の
判
例

2
0次
に
歳
入
営
局
の
譲
歩

2
5
5
E
が
あ
る
o

イ
ギ
ロ
ス
に
治
け
る
税
法
上

の
判
例
は
制
定
法
白
下
位
に
立
つ
も
白
て
あ
り
、
裁
判
所
の
判
決
は
患
に
制
定
法
の
傑
項
を
厳
格
に
文
理
解
揮
す
る
乙
と
に
限
定
さ
れ

て
い
あ
か
ら
、
判
例
の
歴
史
的
考
察
は
裁
判
官
の
意
見
を
き
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
意
義
あ
る
己
と
と
し
て
も
、
歳
入
賞
局
が

所
得
税
法
の
執
行
に
営
り
不
公

E
た
結
果
を
も
た

b
さ
た
い
よ
う
民
法
律
白
文
字
通
り
の
遁
用
を
さ
け
て
納
税
者
に
有
利
に
こ
れ
を
寅

施
す
る
一
世
史
四
日
充
四
分
一
位
丸
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o

メ
イ
も
ベ
へ
て
い
る
ご
と
く
、
「
減
債
償
却
控
除
が
な
い
己
と
が
、
苦
情

ア

ツ

ピ

』

ル

の
種
て
あ
る
こ
と
が
認
め

b
れ
、
委
員
(
異
議
申
立
を
虎
理
す
る
一
般
委
員
合
間

O
S
H
F
-
S
B
E
g
s
E
E
お
よ
び
特
別
委
員
合
唱

R
E

ア
ン
オ
目
1
J
Y
A
7
イ
ズ

γ

自
目
白
山
田
5
5
3
の
委
員
)
白
中
に
は
法
律
上
自
立
場
を
固
守
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
非
公
認
の
控
除
を
許
し
は
じ
め
た
も
の
も

的
り

あ
っ
た
」
か
ら
て
あ
る
。

融
制
山
業
白
課
税
問
題
が
一
八
五
一
年
、

租
鍍
料
と
し
て
の
鎖
山
地
代
、
柚
州
産
物
の
探
捌
料
同
毛
色
司
に
つ
い
て
む
捺
除
、
建
物
D
減
債
償
却
控
除
を
要
求
す
る
撃
と
共
に
、

埋
蔵
鏡
石
の
使
い
果
し

E
E
m
品
に
謝
す
る
控
除
が
必
要
で
あ
る
と
信
じ
た
人
々
を
出
現
古
せ
む
が
、
坑
道
D
建
設
費
お
よ
び
坑
道

一
八
六
一
年
に
議
合
特
別
委
員
曾
由
O
H
O
E

の。
E
吉
正
B
K拾
い
て
取
上
げ
ら
れ
て
よ
り
、



の
減
慣
に
つ
い
て
い
か
な
る
控
除
も
ゆ
る
さ
れ
て
H
な
h
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
一
八
七
五
年
に
石
炭
探
摺
業
者
が
、
助
坑
道
の
掘
進

費

ω建
物
お
よ
び
機
械
の
減
債
に
射
し
一
定
率
の
控
除
を
請
求
し
た
事
件
』
注
目
。
酔
問
。
口
問
〈
出
色
円
「
凶
作
。
円
。
同
同
己
主
血
問
。
臣
自
国

。
∞
吋
印
)
が
起
っ
た
。
己
白
事
件
に
一
沿
い
て
岡
、
。
己
型
宮
戸
母
且
は
「
か
か
る
種
類
の
企
業
に
お
い
て
新
坑
道
を
開
設
す
る
こ
と
は
a

E:
ま
さ
に
資
本
の
支
出
て
あ
る
。
そ
れ
は
資
金
、
費
本
の
投
下
て
あ
れ

J

、
資
本
勘
定
に
記
入
さ
る
べ
き
、
も
の
で
あ
る
」
、
「
坑
道
に
開
蓮

し
て
い
る
機
械
、
建
物
は
、
私
に
は
坑
謹
そ
も
の
の
王
営
た
部
分
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
モ
れ
ら
は
鎖
山
を
運
幽
留
す
る
た
め
に
必
要
な

一
個
白
合
成
組
織
ぞ
あ
る
。
新
坑
を
建
設
す
る
こ
と
は
資
本
の
支
日
て
あ
引
」
と
の
判
決
を
下
し
、
坑
道
の
減
僚
に
謝
し
何
ら
の
控
除

を
認
め
る
己
と
な
〈
、
坑
道
に
附
属
す
る
建
物
、
機
械
も
ま
た
坑
道
白
一
組
織
部
分
と
し
て
減
債
償
却
の
封
象
に
左
り
え
左
い
と
阿
部

nuリ

を
否
認
し
た
。
結
局
、
一
八
四
二
年
所
得
税
法
に
治
け
る
、
費
本
と
し
て
投
下
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
の
挨
除
否
認
原
則
が
士
も
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
己
の
原
則
は
一
八
七
七
年
の
事
件
阿
国
。
邑
E
戸
冨
色
合
E

Q
∞
ミ
)
に
お
い
て
も
機
績
的
に
遮
用
さ
れ
、
毎
年
白
運

営
に
よ
っ
て
消
耗
す
る
坑
道
建
設
に
支
出
し
た
資
本
額
に
相
営
ず
る
金
額
を
控
除
す
る
あ
格
は
な
い
と
上
院
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
o

プ
ヲ

ν1r

建
物
、
固
定
設
備
お
よ
び
機
械
の
減
債
に
封
し
て
、
定
款
に
し
た
が
い
、
利
益
か

b
一
定
額
士
分
離
さ
せ

τい
た
製
錨
舎
祉
は
、
一

八
七
六
年
に
、
ス
伊
ジ
ュ
ー
ル

D
に
よ
っ

τ年
度
所
停
を
申
告
す
る
際
に
、
己
の
金
額
を
控
除
す
る
こ
と
を
申
請
し
た
。
舎
祉
は
法
律

土
嘗
然
の
擢
利
を
有
す
る
修
繕
費
主
計
上
す
る
と
共
に
、
修
繕
に
支
出
さ
れ
た
金
額
は
裂
生
し
た
減
債
を
全
面
的
に
補
填
す
る
こ
と
は

ア
ヂ
ツ

γ
ヨ
ム
ア
ア
ル

出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
減
債
部
分
を
附
加
的
控
除
と
し
て
償
却
す
る
己
と
は
蛍
然
で
あ
る
と
の
根
擦
に
よ
っ
て
、
右
の
申
請
を
左

し
た
。
己
れ
b
の
申
請
事
項
を
審
議
し
た
委
員
の
多
〈
は
、
舎
一
粧
が
毎
年
減
債
に
封
し
一
定
額
を
自
己
の
利
盆
か

b
償
却
す
る
樺
利
を

も
ヲ
て
い
る
し
、
ま
た
舎
一
世
の
請
求
す
る
金
額
は
あ
ら
ゆ
る
貼
に
お
い
て
、
公
正
か
つ
合
理
的
で
』
日
骨
お
ロ
血
同
E
S
E
E
O
あ
わ

J

、
認

め
う
る
も
の
で
あ
る
と
の
決
定
に
た
し
た
が
、
己
の
決
定
に
承
服
し
た
か
っ
た
租
税
調
査
官
∞

E
Z苫
自
は
法
律
解
陸
上
の
鮪
に
お
い

英
岡
枇
務
官
計
に
布
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
温
程
付

第
七
十
五
春

~ ノ、

第
五
時
国

= 



英
国
柄
務
合
計
に
お
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
描
程
け

第
七
十
五
巻

占
ノ、

第
五
競

国

て
誤
謬
あ
り
と
し
て
、
最
高
法
院
に
上
る
制
決
を
求
め
た
。
己
の
事
件
明
白
色
司
ぐ
・
出
自
民
官
民

0
3∞
叫
国
)
の
判
決
に
お
い
て
、
同
E
P
S

出
色
白
巳
再
自
は
、
照
明
た
人
々
は
更
新
の
た
め
に
友
に
も
の
か
を
蓄
積
せ
ん
と
す
る
意
固
を
も
っ
て
hv
る
が
、
〉
注
目
白
『
由
。

Edq

E
E与
昨
日
同
岡
山
区
間
臼
同

2
2
5
2旬
間
)
の
判
決
が
玉
し
い
な
ら
ば
、
舎
祉
が
減
慣
に
謝
し
利
盆
か
ら
分
離
し
た
金
額
は
、
費
本
で
あ

り
、
所
得
税
目
的
白
た
め
陀
控
除
す
咽
へ
き
ぜ
な
い
と
減
債
償
却
を
否
認
し
た
。

以
上
白
如
く
、
税
仲
間
上
の
判
例
に
闘
す
る
限
り
、
一
八
四
二
年
所
得
税
の
文
理
解
障
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
出
】
吋
白
2
4
閏
白
血
『
mEo

事
件
k
b
け
る
委
員
の
取
っ
た
態
度
に
も
現
れ
た
よ
う
に
、
所
得
税
訣
の
賢
際
的
誼
用
は
、
法
律
の
僚
項
に
記
古
れ
た
も
の
よ
b
も
衣

第
に
上
り
り
ベ
一
フ
ル
伝
も
白
と
を
り
、
修
繕
は
更
新
を
ふ
く
む
も
の
と
解
揮
吉
れ
、
特
に
飢
舶
耐
舶
の
場
A合円

ιは
取
替
費

宮』巳、hHF民E《

5討皆
H口EH=回

E。E恒
己
門
を
利
盆
ιか
附
ら
控
除
ナ
る
己
と
を
或
程
度
ゆ
る
し
た
事
例
も
あ
つ
た
c

例
え
ば
、

Z
P回
〈
阿
古
田
i
u
F
ヨ
岩
田

E
F。日

ヲ

1
タ

ス

川

M

R22Hμ
聞
の
。
呂
田
岡
田
向
。
吉
田
(
同
勾
印
)
事
件
て
は
工
作
物
の
更
新
費
の
控
除
が
認
め
ら
一
れ
て
い
た
。

一
八
七
七
年
K
至
担
、
修
繕
費
控
除
の
規
定
K
、
さ
ら
に
損
耗
か
ら
生
ず
る
減
償
に
謝
し
て
合
理
的
危
金
額
を
利
益
か
ら
控
除
す
る

規
定
を
附
加
す
る
改
正
案
が
下
院
に
提
出
さ
れ
た
が
、
モ
の
際
に
お
け
る
議
曾
報
告
書

E
H
H
E白
書
官
弓
巴
-ot己
2
は
所
得
税
法
の
僚

り
そ
の
質
践
的
適
用
の
聞
の
差
異
を
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、
減
債
償
却
按
除
の
提
案
を
め
ぐ
っ
一
て
議
舎
に
b
h
て
討
論
が
な
さ

項
と
れ
る
数
年
前
、
即
ち
一
八
七

O
年
初
期
に
出
版
さ
れ
た
大
蔵
省
覚
書
司
E
E司
冨
官
己
。
に
よ
れ
ぽ
、

舶
舶
財
産
を
有
す
る
も

一
O
i
一
E
d
p
の
減
債
を
控
除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
他
方
、
印
刷
業
者
、
紡
績
業
者
、
織
布
業
者
そ
の
他
の
業
者
は
、
利

Q
 

日
祉
の
残
高
へ
こ
れ
ま
で
控
除
し
た
減
債
を
繰
畏
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
餓
道
設
備
治
上
び
機
械
に
つ
い
て
は
、

の
は
、

時
え
減
債
償
却
が
認
め
ら
れ
た
事
例
も
あ
っ
た
が
、
前
越
の
よ
う
に
、
委
員
が
減
債
償
却
控
除
を
認
め
る
と
と
は
法
律
に
よ
っ
て
公
認

さ
れ
て
い
な
い
と
者
え
て
、
否
認
し
た
場
合
も
多
か
っ
一
た
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
事
例
に
治
い
て
ば
か
り
で
た
く
、
委
員
の
裁
量

κ



よ
っ
て
、
地
方
ご
と
に
滅
債
償
却
控
除
の
取
扱
は
匡
々
と
た
り
、
本
来
不
適
首
左
手
績
を
よ
り
不
公
王
に
す
る
役
割
を
は
た
ず
結
果
と

た
り
、

一
八
七
七
年
に
減
債
償
却
控
除
を
公
認
し
、

一
般
化
せ
ん
と
す
る
改
革
案
が
提
出
さ
れ
た
の
ぞ
あ
る
。

提
案
さ
れ
た
改
正
案
に
ヲ
い
て
、
大
蔵
大
臣
は
、
営
局
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
減
債
償
却
の
企
業
に
治
け
る
慣
行
は
区
々
ま

ち
ま
ち
で
あ
り
、
減
慣
が
検
設
さ
れ
る
客
観
的
基
準
は
春
在
し
な
い
し
、
政
府
は
問
題
と
な
っ
た
事
例
を
公
平
に
鹿
理
ず
る
こ
と
に
苦

心
し
て
い
る
と
減
債
償
却
控
除
に
つ
い
て
白
公
平
な
る
手
槙
の
展
開
白
む
ず
か
し
さ
を
表
明
し
、
ま
た
、
修
縛
費
控
除
を
さ
ら
に
棋
大

し
「
減
債
に
濁
す
る
控
除
を
認
め
る
こ
と
は
不
合
理
念
提
案
て
あ
る
。
た
ぜ
た
P
D
ば
、
そ
れ
は
控
除
を
二
度
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
」
と
答
鼎
し
、
減
債
の
客
観
的
測
定
の
困
難
性
が
一
一
室
佐
除

ιロ司ロ
E
E
Oロ
え
笹
口
。
司
自
n
o
D
b
こ
な
わ
れ
る
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
修
豆
案
は
三
五
百
芦
田
投
票
陀
よ
り
否
決
さ
れ
、
問
題
解
決
は
翌
年
に
も
ち
こ
さ
れ
た
が
、

八

七
八
年
関
税
及
び
内
閣
歳
入
訟
の
日
吉
田
m

ち
ι
Eド
旦
同

04050
骨
F

H
開
討
の
第
十
三
艇
に
工
っ
て
、
還
に
減
債
償
却
は
会
認
さ

れ
た
。

、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、

コ
般
委
員
舎
と
特
別
委
員
舎
は
:
機
械
ま
た
は
設
備
の
年
度
中
に
治
け
る
損
耗
に
よ
っ
て
減
少
し
た
債
値
に
相
賞
す
る
も
の
と

し

τ、
会
五
か
っ
合
理
的
で

]
E
H
E白

E
E
E
E
o
あ
る
と
委
員
舎
が
一
考
え
る
控
除
を
認
可
し
う
る
。
個
人
ま
た
は
舎
吐
』
炉
、
機
械
ま

た
は
設
備
を
保
全
す
る
義
務
を
負
ぃ
、
賃
借
期
間
の
終
っ
た
時
良
好
な
欣
態
て
返
還
す
る
保
件
に
よ

b
、
機
械
ま
た
は
設
備
を
賃
借
し

て
い
る
場
合
に
は
、
己
れ
ら
の
機
械
ま
た
は
設
備
は
、
首
該
個
人
ま
た
は
曾
祉
に
属
ナ
る
も
の
と
見
徴
さ
れ
る
」
と
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
八
七
八
年
関
税
お
よ
び
内
閣
歳
入
法
白
保
項
は
減
債
償
却
と
い
う
用
語
は
使
用
し
て
お
ら
ず
機
械
ま
た
は
設
備
白
年
度
中
に
沿
け

る
損
耗
に
よ
っ
て
減
少
し
た
債
値
の
控
除
と
い
う
表
現
を
し
て
お
り
、
木
市
m
的
右
勢
働
手
段
の
物
質
的
磨
損
に
た
い
し
て
の
み
こ
れ
を

控
除
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
の
ゼ
あ
る
。
し
た
が
っ

τ
〉
注
目

e
F
5
4・
印
。
『
弘
正
白
色

P
F口
弘
同

0
4
8
5
2笥
印
)
事
件
ゼ
開

英
図
枇
務
舎
計
に
お
け
る
誠
債
償
却
。
生
成
・
確
立
担
程
付

第
七
十
王
隼

六
回

第
五
按

五



実
園
枯
務
官
計
に
お
げ
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
仲

第
七
十
五
番

ノ、
五

第
五
漉

占ノ、

越
と
な
っ
た
坑
道

K
関
連
す
る
機
械
は
明
白
に
坑
道
モ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
取
扱
わ
れ
る
主
う
に
在
っ
た
と
は
い
え
、
家
屋
お
よ

び
坑
道
モ

D
も

D
に
固
定
さ
れ
た
資
本
に
つ
い
円

τの
控
除
は
公
認
さ
れ
ず
、
機
械
沿
よ
ぴ
設
備
は
、
用
具
お
よ
び
什
器
と
他
方
家
屋
島

工
び
坑
道
の
中
間
に
あ
る
特
定
グ
ラ
ス

D
資
産
を
意
味
す
台
、
も

D
と
解
躍
さ
れ
て
い
た
の
ゼ
あ
る
。

(1) 

Q
E
m
m
m
H
H
B
P
4・
恩
w岳
会
畠
日
)
事
件
に
お

v
て、

H
b
z

盟

R
F白
自
は
「
唯
一
円
安
圭
な
規
則
は
、
法
脅
の
文
字
を
bo
て、

そ
の
用
語
よ
P
、
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と

k
」
で

あ
る
と
越
べ
て
、
租
由
法
上
白
法
源
句
と
し
て
制
定
法
U
F
列
例
法
の

よ
位
に
あ
る
こ
ー
と
を
一
割
し
て
い
る
@

掘
田
幸
弘
、
前
掲
論
文

ω、
前
掲
雑
誌
、
ニ
八
年
十
月
説
、
三
七

頁。冨

4
・
忌
子
司
ロ
同
・

一
八
豆
一
年
に
議
曾
特
別
委
員
曾
に
担
い
、
鏑
山
所
有
者
向
苦
情

が
取
よ
げ
る
れ
、
委
員
長
国
z
E
b

の
報
告
書
草
案
は
土
地
に
関

連
す
る
企
業
の
課
税
査
定
は
、
利
益
の
与
で
は
な
〈
、
資
産
の
一

部
に
課
枕
さ
れ
る
と
と
正
同
じ
よ
う
に
不
会
正
で
あ
る

k
指
摘
し

て
い
た
が
、
委
員
官
位
ζ

の
問
題
K
づ
い
て
勧
告
書
も
作
成
せ
ず
、

一
時
的
興
味
を
生
ん
だ
だ
け
で
、
ホ
抱
に
掃
し
て

L
ま
っ
た
。
一

八
六
一
年
議
官
特
別
委
員
曾
は
鋸
山
の
課
税
に
つ
い
て
の
置
官

E

開
い
た
。
置
人
世
救
祷
策
に
ワ
い
て
の
意
見
の
一
時
乞
み
た
か
ヲ

た
が
、
現
行
手
績
の
不
公
正
に
つ
い
て
同
じ
意
見
を
い
だ
い
て
い

た
。
法
律
の
最
大
白
世
陥
の
一
つ
主

L
て
、
賛
現
の
過
程
に
あ
る

(2) (4) (3) 

(
未
完
)

安
本
が
、
鏡
産
物
の
量
償
格
を
基
礎
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
こ

と
忙
注
目
L
た
委
員
長
田
島

E
E
は
金
属
鏑
山
の
地
代
、
ロ
イ

ヤ
9
3
7
イ
に
ワ
い
て
は
年
債
格
白
五
分
の
一
、
非
金
属
鎖
山
、
採

石
所
。
場
合
は
一

O
分
の
つ
建
物
は
、
修
糟
、
保
険
を
補
填
す

る
ぽ
か
り
で
な
〈
年
周
白
紐
過
に
よ
ワ
て
腐
蝕
し
た
時
に
軍
替
え

る
基
金
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ち
、
大
分
の
一
を
荏
障
し
て

認
め
る
と
・
と
を
提
案
し
た
が
、
委
員
舎
は
か
か
る
問
題
に
た
い
し

明
白
な
決
論
を
下
L
え
ず
、
惑
に
探
捧
き
れ
な
か
っ
た
(
同
事

FE

NPF
司
監
F
)
。

朗
自
門

F
E
L
Z
4匂
固
定
斗
目

ω
F
Z
E
3
K
L
芭・

出
向
巴
。

dz="
日

o
z
g
uヨ
守
与
、
、
ahhE3刊
さ

善
L
Y員
言
、
可
員
・
∞
F

。九

rHUHC』
ヲ
m
M
∞
・
リ
ト
ル
ト
シ
に
上
れ
ば
同
p
b司

]
E
4・
冨
n

〉
晶
君
戸
(
同
∞
ゴ
)
事
件
は
商
法
上
の
列
例
の
ご
と
〈
記
述
さ
れ
て

い
る
が
、
と
れ
は
税
法
上
の
列
例
と
み
る
の
が

E
し
い
と
思
ム
。

変
転
彼
は
械
耗
は
「
相
摘
財
産
を
後
に
貰
却
し
た
場
骨
、
そ
四

=
ぇ

:
F
Z
:

原
憤
債
佃
を
差
引
〈
の
正
問
ピ
意
味
で
」
純
利
益
算
定
上
考
慮

す
ベ
さ
と
み
」
が
ち
で
あ
る
と
み

b
れ
て
い
た
と
の
ペ
て
い
る
が
、



(日

と
れ
は
裁
判
官
の
お
と
な
っ
た
判
決
四
一
部
を
引
用
し
た
結
論
で

は
な
か
ろ
う
か
。
鏑
山
内
部
分
的
洞
滑
に
よ
る
費
本
損
失
に
つ
い

て
控
除
を
請
求
し
た
翌
年
の
事
件
冨
巴
耳
戸

]FEn(-寄
与

に

お
い
て
は
、
撞
皆
費
在
差
引
い
た
金
庫
出
額
は
、
鏑
山
の
楠
武
的

掴
潟
を
考
慮
さ
れ
る
と
み
』
な
〈
課
税
自
動
象
と
な
る
'
と
の
列
抽
出
が

あ
る
か
ら
で
あ
る

(
Q
E邑
2
0
P
益
子
ヲ
出
回
目
'
同
ゲ
毛
色
r

Lえる

2
Z
F句
由

回

∞

)

ロ

嘗
時
の
英
国
の
用
語
慣
習
と

L
て
「
利
益
に
割
腹
古
せ
る
目
円

品
目
ロ
巳
官
。
宮
」
士
た
は
「
利
益
か
ら
分
離
す
る
百
円
日
日
日
目
円

唱
自
民
片
岡
。
自
由
対
一
Q
E
L
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
償
却
前
利
益
主

鼻
定

L
、

L
る
る
の
ち
に
は
純
利
益
を
確
定
す
る
計
算
を
お
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ

9
ス
税
法
の
掛
象
ル
」
ず
る
本
車
の
課
税
所
得
は

SEmw】

目

E
P
で
あ
り
、

EEmL
胃
n
h

存
会
2
お
荘
。
因
。
同

E
Z
b
)
で
は

(叫

英
固
税
措
曾
計
に
担
け
る
減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
泊
桂
内
門

な
い
。
乙
ト
し
か
与
税
務
舎
計
に
お
け
る
滅
債
償
却
計
算
の
特
性
が

生
れ
て
〈
る
が
、
乙
の
貼
に
つ
い
て
は
第
二
部
に
お
い
て
詳
細
に

論
及
す
る
ど
主
主
し
た
い
。

同
問

E
E
E
昏
子
司
法
コ
ロ
。
喝
の
}
-
こ
P
F
白

F
a
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H
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由

H
V
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市
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岡
田
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目

E
L
P
F
V
E
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Nm帽子同
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F
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子

?
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E
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巧
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ω
E
E
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白
色
・

的

mm】
古
自
白

L
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司
H
4
∞
畑
田
島
耳
目
・
吾
、
岨
匂

8
0・

州
問

E
z
-
-
N
Z
-
m
F
o
p
H
V
白
「

同
判
官
E-z-
戸
国
-
b宣
言
。
竜
之
、
回
、
E
h
b
5言

P
N
室
、

P
E
4
E
~崎、

R
b
n
p
日

Fa--HU倍
、

司

日

0
2
岡山門

WEE-
岳、--

H
V
ω
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同

第
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十
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岨

P
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